
１．保護者引き取りを行う場合、地区緊急連絡網を使って、各家庭に連絡します。 

２．児童は下校準備し、教室に待機しています。 

３．担任は、保護者を確認してから児童を引き渡します。 

４．保護者の来ない児童については、迎えがあるまで学校で保護しています。 

＊かもめクラブ（学童）に通っている児童は、午前１１時半まで、学校で保護し、その後かもめクラブ     

まで、教員が引率していきます。 

 ア 【集団下校】 

    登校班を利用して下校、緊急下校時解散場所で解散する。 

 イ 【保護者引き取り】 

    引き取り登録者が来校し、お子さんの教室で児童を引き取る。  

登
校
前 

発令状況 学校の対応 家庭の対応 

暴風警報 

大雪警報 

休業とします 

◎原則として、連絡網を使って電

話連絡は行いません。 

・テレビ・ラジオ等により

警報発令の情報をキャッチ

し、児童は登校させないで

ください。 

その他の警報

注意報 
通常通り授業を行います。 

・ご家庭（保護者）で判断

してください。 ※参照 

大規模地震 
警戒宣言並びに地震 

予知情報の広報が 

実施された場合 

警戒宣言が解除されるまで、学校

は休校です。 

◎学校からの連絡はありません。 

・児童は登校させないでく

ださい。 

在
学
中 

暴風警報 

大雪警報 
発令開始時 

警報発令をもって下校とします。 

集団下校を使って下校する場合も

あります。但し、下校時刻までに

おさまると予想される場合、また

は、帰宅することがかえって危険

であると判断された場合は、学校

で待機する場合がありま。 

◎原則として、地区緊急連絡網を

使った電話連絡を行います。 

・テレビ・ラジオ等により

状況を把握し、できるだけ

外出を控え、連絡ができる

ようにしてください。 

横浜地方気象台より 

午前７時時点で発令 

継続中の場合  

※ 判断の規準は、お子さんにとって危険な状態か、どうかということです。 

    お子さんの通学路の状況・お子さんの年齢・一緒に登校する子の有無などを考慮して判断してください。 

平成１９年４月１８日 

横浜市立大鳥小学校 

校長  小林 淳一 


